
目標達成に向けた主な取組内容（案）

※今後、目標達成に向けた取組事項を協議するが、現時点で想定される主な取組内容を挙げることとする。
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■想定最大規模降雨時の氾濫情報（浸水想定区域図・浸水継続時間図・家屋倒壊等氾濫想定区域図等）を
作成し、公表する。

１．避難活動等の取組
（１）情報伝達、避難計画等に関する事項（迅速、確実な避難行動）

高田河川国道事務所が公表した浸
水想定区域図に基づき洪水ハザー
ドマップ作成

第３回水害ハザードマップ検討委員会資料
よる水害ハザードマップの地図面の例

各自治体想定最大規模降雨時の基礎データを作成（関川）

姫川は平成28年度検討中

想定最大規模降雨時
浸水継続時間図

想定最大規模降雨時
浸水想定区域図

想定最大規模降雨時の基礎データを作成（姫川）

想定最大規模降雨時
家屋倒壊氾濫想定区域図



（１）情報伝達、避難計画等に関する事項（迅速、確実な避難行動）

■想定最大規模降雨時の氾濫情報や、新たな視点を含めた広域避難計画やタイムラインの精度向上、避難
所の再設定などを行う。
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１．避難活動等の取組

避難勧告等の対象とする区域と避難行動について（イメージ）

【避難等に関する新たな視点】

①複数地点での破堤を想定した大規模氾濫の発生（想定最大規模降雨時）を想定

②「立ち退き避難」が必要となる「洪水時家屋倒壊危険ゾーン」明示

③「立ち退き避難」が必要となる「長期浸水区域」明示

④上記を踏まえた避難の検討

地域防災計画やハザードマップへ反映

関川浸水想定区域図（想定最大規模降雨）

■避難場所
○○小学校 等

■避難場所
○○小学校 等

垂直避難や水平避難など多様な避難のイメージ

避難

避難

避難



１．避難活動等の取組

■水防法第15条の３に基づく要配慮者利用施設の避難の確保のための措置に関する計画の策定に努めるこ
とについて、さらなる要配慮者施設管理者への働きかけを進め、避難訓練等により課題を抽出するとと
もに関係機関との連携を深める。

（１）情報伝達、避難計画等に関する事項（迅速、確実な避難行動）

第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設
の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等
の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、当
該計画で定めるところにより当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のた
めの訓練を実施するほか、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を行
う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。

※ 水防法第15条の３：

上越市地域防災計画 資料編（Ｈ27．3時点 一部抜粋） 3糸魚川市地域防災計画 資料編（Ｈ27．4時点 一部抜粋）

※浸水想定区域内の要配慮者施設

■関川 ■姫川

妙高市における災害協定HPより（Ｈ27．8.時点 一部抜粋）



■平成２８年３月より、「川の防災情報」をよりわかりやすくリニューアルしている。
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（１）情報伝達、避難計画等に関する事項（安全に避難行動ととるための情報提供）

１．避難活動等の取組



■現在公表している関川・姫川の氾濫シミュレーション結果を想定最大規模にて堤防が決壊した際の結果
に変更するとともに、背景図の精度を向上させる。
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１．避難活動等の取組
（１）情報伝達、避難計画等に関する事項（安全に避難行動ととるための情報提供）

■堤防の決壊地点から見た浸水状況表示システム
①地図上に表示された決壊地点から任意の地点を選択する

②シミュレーション結果を閲覧する

堤防がこの地点で決壊した場合、どこまで浸水するのか？

【表示できる情報】
・最大浸水深
・浸水到達時間
・浸水範囲・浸水深の時間変化
（アニメーション表示）

【特徴】
・背景地図を地理院地図・GoogleMapから選択できる。
・地図の移動・拡大縮小をスムーズに行うことができる。
・住所や施設名を入力して検索することにより、地図の
表示位置をその場所まで移動させることができる。

■任意地点から見た浸水状況表示システム
①地図上の任意の地点を選択する
②その地点を浸水させる全決壊地点が地図上に表示されるので
その中から任意の決壊地点を選択する

③シミュレーション結果を閲覧する

この場所は、堤防のどの地点が決壊したら浸水するのか？

決壊地点
一覧

選択地点

現在検討中 ※上記はイメージ



（２）平時から住民等への周知・教育・訓練に関する事項（大規模水害への周知・理解促進）

■小中学生を対象とした水防災教育の実施、まるごとまちごとハザードマップの表示への更なる取り組み
を行う。
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１．避難活動等の取組

水防活動の体験

水防災教室の開催 まるごとまちごとハザードマップの表示

「まるごとまちごとハザードマップ」とは？
洪水・内水・高潮の各浸水想定区域図及び水害ハザード
マップを担うものとして、まちなかに標識等として、浸水
深の情報や避難行動に関する情報を設置することをいい、
水防法第14 条第3 項及び第15条第3 項に基づく措置の一
部となるものである。

水防災教室

河川における自然や治水の歴史など、地域の災害リスクや防災への取
組への理解を深め、自然災害から命を守るために必要な心構え・知
識・判断力・行動力を養うため、新潟県防災教育プログラムと連携し
た取組を実施

新潟県防災教育プログラム
新潟県では「新潟県防災教育プログ
ラム」を作成し、今後起こりうる
「津波災害」「地震災害」「洪水災
害」「土砂災害」「雪災害」「原子
力災害」の６つの災害について、児
童生徒の発達段階を考慮し、「小学
校低学年」「小学校中学年」「小学
校高学年」「中学校（全学年）」を
対象に、「カリキュラム構成及び学
習指導案」「児童生徒用ワークシー
ト」「学習資料（映像・画像等）」
を整備されている。



（２）平時から住民等への周知・教育・訓練に関する事項（大規模水害への周知・理解促進）

■これまでも実施してる小学校の学習支援『川学習の出前講座』を継続・発展させていく。
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１．避難活動等の取組

体験学習を通じた防災教育
（糸魚川市立大野小学校）

「7.11水害」についての学習風景
（糸魚川市立田沢小学校）

「7.11水害」について劇で発表
（糸魚川市立田沢小学校）

高田河川国道事務所職員による出前講座
（上越市立大瀁小学校）

体験学習を通じた防災教育
（上越市立稲田小学校）

上越教育大学大学院山縣教授と連携した出前講座
（上越市立春日新田小学校）
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１．避難活動等の取組
（２）平時から住民等への周知・教育・訓練に関する事項（大規模水害への周知・理解促進）

■河川管理者や自治体・地域住民が参加した水害リスクの高い箇所の共同点検など行っていく。

自治体・地域住民との合同巡視を実施

■関川合同巡視 ■姫川合同巡視

重要水防箇所の確認状況（上越市佐内地先） 重要水防箇所の確認状況（糸魚川市大野地先）



■日時 平成27年11月5日（木）15時30分～17時00分
■会場 高田河川国道事務所 2F大会議室
■出席者
・上越市 村山上越市長、宮﨑防災危機管理部長他 防災担当職員

12名
・妙高市 入村妙高市長、西澤総務課長他 防災担当職員6名
・上越地域消防事務組合 淺野消防長、小竿消防防災課長
・新潟地方気象台 渡邉観測予報管理官、滝沢防災管理官
・新潟県 上越地域振興局 地域整備部 三浦治水課長、岡田主任
・高田河川国道事務所：蘆屋事務所長、渡邊(河)副所長他 防災担

当職員7名

■水害時に住民の避難を促し、被災者を無くすことを目指して、関川及び姫川流域の市町村長との意見
交換会（トップセミナー）を開催し、危機意識を共有すると共に、破堤前に水平避難を行う必要があ
る家屋倒壊危険区域への対応など、的確な避難行動を促すための対応等について意見交換。

（２）平時から住民等への周知・教育・訓練に関する事項（大規模水害への周知・理解促進）

１．避難活動等の取組
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■日時 平成27年11月18日（水）16時00分～17時00分
■会場 糸魚川市民会館 3F会議室
■出席者
・糸魚川市 米田糸魚川市長、斉藤産業部長他 職員17名
・新潟地方気象台 松浦広域防災管理官、林気象防災情報調整官
・国土地理院 北陸地方測量部 伊藤防災情報管理官
・新潟県 糸魚川地域振興局 地域整備部 小野田副部長、早津河川
砂防課長
・高田河川国道事務所 蘆屋事務所長、渡邊(河)副所長他 職員6名

避難勧告のタイミングは難
しいが、空振りをおそれず

に出していきたい。
【上越市長】

ホットラインについて説明
【蘆屋事務所長（当時）】

今回の防災セミナーで危
機意識を再認識すること

ができた。
【妙高市長】

県区間における
水位情報の説明

【上越地域振興局】

■各議事
・平成27年9月関東・東北豪雨による鬼怒川の堤防決壊について
・関川流域における過去の水害事例と教訓
・気象台が発表する防災気象情報
・洪水に関する防災情報について
・水害対応チェックリストについて

大雨に関する気象情報の
説明

【新潟地方気象台】

7.11災害以降甚大な被害が
発生していないが、近年ゲ
リラ豪雨が増えている。今
後もいろんな情報の提供を
お願いしたい。また、今回の
セミナーの資料を確認し理

解を深めていきたい。
【糸魚川市長】

県区間における
水位情報の説明

【糸魚川地域振興局】

ホットラインについて説明
【蘆屋事務所長（当時）】



■各市の消防、県・市・国職員等とした水防訓練を実施し、水防技術の向上と伝承し、指導者育成を図っていく。

（１）水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項（浸水被害の拡大防止）

２．水防活動等の取組
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●シート張り工－堤防法面への配置 ●積み土のう工－土のう据付 ●木流し工－流し木の投入

■水防訓練の状況

●大型ブロック投入工●月の輪工－漏水を再現した訓練 ●排水ポンプ車による排水

平成28年5月21日実施 姫川・関川総合水防演習の様子



■河川管理者と水防団・自治体職員が連携した水防資機材の確認、新技術を活用した水防活動に取り組んでいく。

２．水防活動等の取組
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（１）水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項（浸水被害の拡大防止）

新技術を活用した水防活動水防団・自治体職員との水防資機材の確認

妙高市水防倉庫の確認

糸魚川市大野水防倉庫の確認

新技術 三角水のう工



■河川管理者及び関係自治体を含めた関川・姫川水防連絡会を開催し、情報の共有化を図る。
■Xrain及び洪水予測について、精度検証ならびに評価等を行い、出水予測精度の向上を図り、関係機関へ情報提供を行う。

２．水防活動等の取組
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（１）水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項（浸水被害の拡大防止）

防災活動へ向けた情報連絡体制 Xrainによる雨量情報の提供
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（２）市町村庁舎や災害拠点等の自衛水防の促進に関する事項（浸水被害の拡大防止）

■水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定の促進などを行っていく。

２．水防活動等の取組

住民参加による土のう積み（総合水防演習）

協定業者による災害支援（総合水防演習）
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■排水支援や自治体職員とのリアリティある排水訓練の実施など行っていく。

３．排水活動及び施設運用の取組

■平成25年9月出水による排水支援：保倉川、戸野目川

高田河川国道事務所では、上越市の要請を受け保倉川左岸0.2k、支

川の戸野目川（面川合流点付近）へ内水排除のための排水ポンプ車・

照明車を支援している。

保倉川左岸0.2k 排水ポンプ車稼働状況

戸野目川（面川合流点付近） 排水ポンプ車稼働状況
排水訓練の状況


